
人

　令和6年9月16日 ～ 令和6年9月29日

2,588 人女：
 No. 【1804 9月12日 発行 】

2,658 世帯

人口 5,072

男： 2,484 人

日 曜日 予定行事名等 時間 場所 主催

16 (月)
敬老会

（立長・朝戸・古里・那間）
各自治公民館 各自治公民館

議会臨時会 9：00～ 議場 議会事務局

十五夜踊り 16：00～ 琴平神社 奉賛会

18 (水)

19 (木)

20 (金)

21 (土)

22 (日)

23 (月) 振替休日

24 (火)

25 (水)

26 (木)

27 (金) 令和6年第3回定例議会　開会・議案審議（10/8　閉会） 9：20～ 議場 議会事務局

28 (土)

29 (日)

17 (火)
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編集・発行 総務企画課

（令和6年8月31日現在）

世帯数世帯数

令和６年度 自治公民館敬老祝賀会日程

令和６年度敬老祝賀会の日程について、下記のとおりお知らせします。

【９月１５日（日）】
午後２時 茶花
午後３時 西区
午後４時 東区
午後６時 叶

【９月１６日（月）】
午後４時 立長・朝戸・那間
午後５時 古里

【９月２２日（日）】
午後５時 城

なお一層の御長寿をお祈り申し上げます

■各地域のごみステーションへ出す場合

（収集日の朝８時３０分まで（※収集日当日に出してください））

街道 那間 街道 茶花 那間 街道

茶花 与論 与論

町指定

黄色袋
缶類（毎週） 茶花 那間 与論

町指定

黄色袋

びん類

（月１回）

茶花

（第２）

那間

（第３）

与論

（第４）

町指定

黄色袋

ペットボトル

（月２回）

茶花

（第１・３）

那間

（第１・３）

与論

（第１・３）

町指定

赤色袋

その他

（月１回）
茶花（第２） 那間（第３） 与論（第４）

■与論クリーンセンター美ら島への持ち込みの場合

月曜日～金曜日　１６時４５分まで

日曜日　　　　　１２時まで

土曜日・祝日・振替休日はお休み
※令和6年9月22日（秋分の日）、9月23日（振替休日）はお休みとなります。

与論町役場　環境課 ：0997-97-4712

与論ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ美ら島：0997-97-2700

金 土

町指定

透明袋
燃えるごみ

　よろしくお願いいたします。

出し方
曜日

分類
月 火 水 木

令和６年度第２回危険物取扱者試験のご案内 
 

一般財団法人消防試験研究センターより、危険物取扱者試験についてお知らせいたします。 

■試験日 
 令和６年１１月 ９日（土）鹿屋市会場以外 

 令和６年１１月１０日（日）鹿屋市会場 
■試験地 

 ①鹿児島市 ➁南九州市 ③薩摩川内市 ④出水市 ⑤姶良市 ⑥鹿屋市 ⑦西之表市 ⑧奄美市 
 

試験案内・受験願書を役場２F 総務企画課前のマガジンラックに設置しておりますので、 
受験をお考えの方はご自由にお取りください。 

※数に限りがあります。設置部数が無くなっている場合は、受験希望者ご自身で、下記の連絡先へ
お問い合わせください。 

 

【問合せ先】 

一般財団法人 消防試験研究センター 鹿児島県支部 電話：099-213-4577 

 

◀ 試験案内 

Web サイト QR 

記事担当 総務企画課 笠門（かさかど） 

Web サイト QR 
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❷
　

　家屋や倉庫等を新築や増築された場合は、固定資産税評価額を
算定するために税務課職員にて家屋の実地調査を行う必要がありますので、
役場税務課までお知らせください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先 役場税務課 0997-97-3133

家屋や倉庫等の新築・増築について

～供利港や茶花港(エガシマ)を利用される方々へ～ 

 

供利港や茶花港(エガシマ)に車やバイク等を置いて島外へ出発されるケースが見受けら

れます。万が一，高潮や台風の影響で海に車等が流されると，海中から引き上げられるまで

の間，定期船の入港ができず，島の生活全体に大きな影響を与えかねないことがありますの

で，供利港や茶花港(エガシマ)に車やバイク等を駐車したまま，島外へ出発されないよう町

民の皆様のご協力をお願いします。 

 また木製パレットについては，これまでも持ち帰りをお願いしているところですが，依然

として，荷物のみ持ち帰るケースが多発しており，投棄・放置する状況が見受けられます。

港湾区域内での投棄や放置は，法律で禁止されています。木製パレットも荷物の一部ですの

で，必ず持ち帰っていただき，与論島の玄関口である与論港をきれいに利用していただきま

すようご協力をお願いいたします。 

 

大島支庁 沖永良部事務所 総務福祉課 

与論町役場 建設課 

 

＜商品券の内容＞

（お問合せ先）

商工観光課 加藤

TEL：０９９７－９７－４９０２

本町では、与論町の重要な観光資源の１つである美しい星空を活用した「持続可能な観光

地づくり」に向け、星空保護区Ⓡ認定を目指した取り組みを実施いたします。

取り組みの一つとして、町内の屋外照明（街灯）を星空が見えやすい屋外照明へと改修し

ていくにあたり下記の日程で町民説明会を開催いたします。

お忙しいところ恐縮ですが皆様のご参加をよろしくお願いいたします。

【説明会日程】

①茶花・立長 ：9/18（水）18時30分から茶花自治公民館にて開催。

②城・朝戸・西区・東区：9/19（木）18時30分から朝戸公民館にて開催。

③古里・叶・那間 ：9/20（金）18時30分から那間公民館にて開催。

与論徳洲会病院 龍美クリニック
（小児予防接種外来） （3歳以上）

実 施 日 月～金（祝日を除く） 診療日（水曜午後・土曜午後休診） 水・木（祝日を除く）

8:30～11：30

15：00～17：30

電話番号 0997-97-2511 0997-84-3330 0997-97-5607

与論徳洲会病院
（内科）

実 施 日 月～水、土（祝日を除く） 診療日（水曜午後・土曜午後休診） 水・木（祝日を除く）

（月～水）17：00 8：30～11：30

　　（土）　　10：00 15：00～17：30

電話番号 0997-97-2511 0997-84-3330 0997-97-5607

●　対象の方には予診票をお届けしています。今年度は一斉通知していますので、年齢や間隔によって接種できる時期が一人ひとり違います。

　　 予診票の使用期間に沿って接種の計画を立ててください。

●　ご不明な点は、与論町保健センターへお問い合わせください。

保健センターからのお知らせ

✿小児の定期予防接種✿

パナウル診療所

予約方法 ２週間前の金曜正午まで ２週間前の金曜正午まで２週間前の金曜正午まで

受付時間 13：00～14：00 10：30～11：00

※　与論徳洲会病院の林医師の接種日については、お届けしている受診票の裏面をご覧になるか、

　 　病院からのお知らせを参考にしてください。

✿高校3年生相当の方の日本脳炎ワクチン定期予防接種✿

パナウル診療所 龍美クリニック

※　予診票に保護者自署があれば、必ずしも保護者の同伴は必要ありません。

※　与論町に住所があるあいだのみ対象となります。

受付時間 10：30～11：00

予約方法 ２週間前の金曜正午まで ２週間前の金曜正午まで２週間前の金曜正午まで

お問合せ先：与論町保健センター   担当：清水・橋口　　　電話　0997-97-5105
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令和６年度与論町火葬場（昇龍苑）火葬業務等従事者の募集について 

 

 与論町では、この度、火葬業務等の体制強化を図るため、火葬業務等従事者をこれまでの１人体制から２人体

制にすることとしております。 

 つきましては、下記により火葬業務等従事者を募集しますので、応募される方は下記に基づき期限までに必

要書類を提出してください。 

 

記 

 

１ 委託期間  業務委託契約締結日から令和７年３月３１日まで（令和６年度） 

（令和７年度からは年度更新可） 

２ 勤務場所  昇龍苑（与論町大字立長 3173-1 TEL 97-4661） 

３ 業務内容  ①火葬業務 ②日常的な施設・設備の管理に関する業務 

４ 募集人員  １名 

５ 業務委託料 ３２万円（月額） 

６ 勤務条件等 ・勤務時間：8:30～16:00（ただし、業務が終了しない場合は、終了するまで。） 

・休日：土曜日、日曜日及び国民の祝日（ただし、火葬業務により休日にできなかった場合は、

その日以降の火葬業務のない日を休日とする。） 

・休業日：1月 1日～1月 3日、12月 29日～12月 31日（ただし、1月 1日を除く休業日に火

葬許可を受けた場合は、業務を行わなければならない。） 

７ 提出書類  履歴書（様式は役場ホームページからダウンロード又は町民生活課でお受け取りください。） 

８ 提出先   与論町役場 町民生活課 

９ 提出期限  期限を設けず受付及び面接を随時実施します。 

10 選考方法  書類選考及び面接（面接日時は別途調整） 

 

＜お問い合わせ先＞ 

役場 町民生活課 担当：光 

TEL 0997-97-4930 

児童手当の制度が改正されます 

★申請が必要な方には申請書類を送付しています。 

 
旧制度（令和 6 年 9 月分まで） 

令和６年１０月支給分まで              

新制度（令和６年１０月分～）          

令和６年１２月支給分～ 

支給対象児童 中学生まで         

（15 歳到達後の最初の 3 月 31 日まで） 

高校生年代まで      

（18 歳到達後の最初の 3 月 31 日まで） 

支給額  

（月額） 

0 歳～2 歳 ※15,000 円 ※15,000 円 第 3 子以降  

30,000 円 3 歳～小学生 10,000 円 第 3 子以降  

15,000 円 

10,000 円 

中学生 10,000 円 10,000 円 

高校生年代 なし 10,000 円 

所得制限 あり             

所得制限額～上限額：5,000 円       

所得制限以上：支給なし 

なし           

（ただし、児童手当受給者は世帯の中で 

高い方になります。） 

支給時期 年 3 回           

(前月までの 4 ヶ月分を支給)      

 2 月,6 月,10 月の１０日 

（１０日が土・日・祝日の場合は直前の平日） 

年 6 回          

(前月までの 2 ヶ月分を支給)      

2 月,4 月,6 月,8 月,10 月,12 月の１０日 

（１０日が土・日・祝日の場合は直前の平日）  

多子加算の     

カウント方法 

親等の経済的負担がある   

18 歳年度末までの子 

(例)21 歳,17 歳,14 歳,10 歳の場合    

21 歳(カウントに含まない)支給なし   

17 歳(第 1 子)支給なし        

14 歳(第 2 子)月額 10,000 円        

10 歳(第 3 子)月額 15,000 円 

親等の経済的負担がある   

22 歳年度末までの子 

(例)21 歳,17 歳,14 歳,10 歳の場合    

21 歳(第１子)(カウントに含む)支給なし   

17 歳(第 2 子)月額 10,000 円        

14 歳(第 3 子)月額 30,000 円        

10 歳(第 4 子)月額 30,000 円 

※誕生月分までが月額 15,000 円となります。（例：4 月 10 日生まれの場合、4 月分までが 15,000 円） 

 

★申請が必要な方 

①児童が高校生年代(H18 年 4 月 2 日～H21 年 4 月 1 日生まれ)のみのため，児童手当を受給していない場合。 

②所得上限超過のため，児童手当を受給していない場合。 

③児童手当を受給中だが，親等の経済的負担がある大学生年代(H14 年 4 月 2 日～H18 年 4 月 1 日生まれ)の子

を含めると 3 人以上の子がいる場合。 

 

●上記①~③のいずれかに該当するが通知が来ていない方は下記まで問い合わせをお願い致します。 

●上記①~③に該当せず、高校生年代の児童がいる世帯は申請不要です。 

 （１２月支給分から自動的に増額となります。） 

 

問い合わせ先 役場町民生活課 光 

TEL：０９９７－９７－４９３０ 

　現在，子ども医療費は毎月最終木曜日，ひとり親医療費は毎月第３木曜日に振込みを行い，

決定通知書を振込日の数日前に送付しておりますが，今後は経費削減のため，決定通知書の

送付を行わないこととします。　

　助成された医療費については登録した振込口座にてご確認をお願いします。

※決定通知書が必要な方につきましては，役場町民生活課にお越し頂ければ発行が可能です。

【問合わせ先】　与論町役場　町民生活課　光・杉田　９７－４９３０

子ども医療費及びひとり親医療費の決定通知書送付の廃止について
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応急処置（救命）講習のお知らせ 

 

もしものときに、大切な命を救えるのはあなたです！ 

 

○ 実施日時 

   令和６年 9 月１７日（月）～令和６年９月１９日（水）  １７：３０～１８：３０ 

令和６年９月２４日（月）～令和６年９月２６日（水）  １７：３０～１８：３０ 

○ 講習場所 

 沖永良部与論地区広域事務組合 与論分遣所 2 階会議室 

○ 講習内容 

 １ 成人に対する心肺蘇生法（人工呼吸と心臓マッサージ） 

 ２ ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使用方法 

○ 受講対象者 

 与論町在住者で中学生以上 

○ 募集定員 １日１０名程度 

 

受講料は無料。服装は訓練のできる服装 

※申し込み、問い合わせは、与論分遣所 警防係まで 

                        ＜連絡先＞ 

与論分遣所 警防係 

TLE：0997-97-0119 

 

秋は農作業が忙しくなる時期であり、農機具等を使用する機会が増えます。

事故を防止するには，一人一人の安全意識の向上が不可欠です。

【啓発事項】

(1) 農業者（特に高齢農業者）へ、家族や知人の方からの「声かけ」を実施しよう。

(2) こまめに休憩や水分補給を行うなど、熱中症に気をつけよう。

(3) ほ場周辺の危険箇所を確認し、改善・補強又は回避行動を実施しよう。

(4) トラクターに安全キャブ・安全フレームを装着し、運転時にはヘルメット、

シートベルトの着用を徹底しよう。

(5) 農業機械の定期的な点検・整備を行い，整備不良による事故を防ごう。

まだまだ暑い日が続きますので、熱中症対策にも心がけ、農作業時の事故を

未然に防ぎましょう。

令和6年秋の農作業事故ゼロ運動スローガン

『徹底しよう！農業機械の転落・転倒対策』
～みんなで協力してピンチを避けよう～

○お問い合わせ先 産業課 TEL 0997-97-4924

 
 

現在、「与論町こども未来推進ニーズ調査」を 0歳～小学生までの子どもの保護者を対象に実施させてい

ただいております。この調査は、町民の皆様の教育や保育、子育て支援に関するサービスの現在の利用状況

や今後の利用希望等を把握するための調査となります。調査票にご回答いただきました皆様には、

厚く御礼申し上げます。 

この度、調査期間中に回答できなかった方を対象に、調査票の回答期限を令和６年９月２

２日まで延長いたしました。調査の対象となられる方で、ご回答がお済みでない方は、ご協

力をお願いいたします。 

調査項目が非常に多く、皆様には大変ご負担をおかけいたしますが、今はもちろん未来の子どもたちの

島だちを応援することを目的とした貴重な判断材料として今後取り扱われます。 

 ご多忙のこととは存じますが、調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をよろしくお願いいたします。 

 

〇提出方法 

（1） 同封した返信用封筒に調査票を封入し、郵送 

（2） 同封した返信用封筒に調査票を封入し、役場入口設置の回収箱へ投函 

（3） 調査票に記載のQRコードから回答 

 

与論町役場 総務企画課内 こども未来推進室 電話：97-3111 

 ❻


